
具体的方策

・高齢者の公共交通機関利用促進策に対する地方公共団体の助成
の働きかけ

・乗合タクシー等高齢者が利用しやすいサービスの導入に向けた
地方公共団体等との連携

・タクシーの相乗り促進
⇒ 配車アプリを活用した実証実験 【平成29年度中実施】

・過疎地域におけるサービス維持のための取組

１. 公共交通機関の活用１. 公共交通機関の活用

・検討プロセスのガイドライン化
⇒ 市町村等が行う自家用有償運送の導入の円滑化

【平成29年度中実施】

・市町村が主体となる自家用有償運送の活用の円滑化

・地方公共団体等に対する制度の周知徹底

３. 自家用有償運送の活用３. 自家用有償運送の活用

・貨客混載の推進
⇒ 過疎地域における旅客運送と貨物運送のかけもち

【平成29年６月末までに結論】

・スクールバス等への混乗

２. 貨客混載等の促進２. 貨客混載等の促進

・ルールの明確化
⇒ 道路運送法上の「許可・登録を要しない輸送」について、

ガソリン代等の他に一定の金額を収受することが可能な範
囲を明確化 【平成29年度中検討・結論】

⇒ 営利を目的としない「互助」による輸送のためにNPOが自
治体の車両を活用するなど、輸送の対価に当たらない支援
を例示 【平成29年９月までに実施】

・実施にあたっての条件整備

・「互助」による輸送の導入に関する情報提供

４. 許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）の明確化４. 許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）の明確化

・介護サービスと輸送サービスの連携

⇒ 地域における運輸部門と福祉部門の連携強化
【速やかに周知】

⇒ 介護保険制度の移動支援サービスの明確化・普及拡大
【平成29年７月までに実施】

５. 福祉行政との連携５. 福祉行政との連携

・地方運輸局の取組強化

・制度・手続等の周知徹底

・地域主体の取組の推進

６. 地域における取組に対する支援６. 地域における取組に対する支援

高齢者の移動手段の確保に関する検討会 中間とりまとめ概要

○ 高齢運転者による重大な交通死亡事故の相次ぐ発生や改正道路交通法の施行等を背景に、運転に不安を感じる高齢者が、自家用車に
依存しなくとも生活の質を維持していくことが課題

○ 昨年11月の「高齢運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議」における「自動車の運転に不安を感じる高齢者の移動手段
の確保など、社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備を着実にすすめる」との総理指示

○ 高齢者が移動できる環境の整備について、その方策を幅広く検討するため、「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」を開催
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